
 
西部処理場 汚泥処理施設等運転管理業務 委託仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6 年度～令和 8 年度 

西部処理場 汚泥処理施設等運転管理業務 

委託仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5 年 10 月 

神戸市建設局中央水環境センター施設課 



 
西部処理場 汚泥処理施設等運転管理業務 委託仕様書 

 

 

 

目次 

 

第 1 章 総則               -1- 

 第 1 節 目的              -1- 

第 2 章 汚泥処理施設等の運転及び維持管理に関する条件     -3- 

 第 1 節 運転及び維持管理に関する要件        -3- 

  第 1 項 汚泥処理施設等の対象施設及び業務実施期間    -3- 

  第 2 項 業務予定量           -3- 

  第 3 項 運転管理指標等          -4- 

  第 4 項 業務の履行           -5- 

  第 5 項 業務内容           -5- 

  第 6 項 業務書類等           -9- 

  第 7 項 諸室等の自主管理及び整理整頓等      -12- 

  第 8 項 汚泥処理施設等の一般管理        -12- 

  第 9 項  モニタリング           -12- 

  第 10 項 総括責任者の職務及び従業員の配置      -13- 

  第 11 項 有資格者・有経験者・作業従事者      -14- 

  第 12 項 その他            -14- 

 第 2 節 業務要領             -15- 

  第 1 項 業務体制及び業務計画         -15- 

  第 2 項 運転管理           -15- 

 第 3 節 一般管理             -17- 

  第 1 項 一般管理           -17- 

  第 2 項 一般管理の内容          -17- 

  第 3 項 提出書類           -17- 

  第 4 項 備品、消耗品の管理         -17- 

  第 5 項 運転管理の引継ぎ          -17- 

  第 6 項 保険等            -18- 

  第 7 項 疑義の解釈等           -18- 

  第 8 項 有償で提供するものの対価、および委託料の支払い   -18- 

 第 4 節 本業務における引継事項の要件        -19- 

  第 1 項 本業務における引継事項        -19- 

  第 2 項 契約終了の施設機能の確認        -19- 

  第 3 項 その他            -19- 



 
西部処理場 汚泥処理施設等運転管理業務 委託仕様書 

 

 

  別表 1-1 業務内容(1)                                         -20- 

       1-2 業務内容(2)                                  -21- 

       1-3 業務内容(3)協力の業務 -23- 

   別表 2 関係法令等（参考） -24- 

   別表 3 受託者が備える器具類等 -25- 

   別表 4 受託者が備える設備、什器、及び備品並びに消耗品等 -25- 

   別表 5 受託者が備える安全対策器具類等 -26- 

   別表 6 受託者が備える電気用具類及び測定器具類 -26- 

   別表 7 運転管理指標等 -27- 

   別表 8 分析業務等 -29- 

 



 
西部処理場 汚泥処理施設等運転管理業務 委託仕様書 

- 1 - 

 

第 1 章 総則 

 

第 1 節 目的 

本仕様書において、神戸市が所管する処理場の汚泥処理施設等運転及び維持管理にお

ける運転管理業務等の委託に必要な事項を定める。これにより、受託者の責任と裁量により、

所定の性能を発揮するとともに、運転及び維持管理の一層の向上と費用の低減を図り、もっ

て汚泥処理施設等の運営の効率化により良質で安定した下水処理を実現し、市民生活の向

上に寄与する事を目的とする。 

   

1．「処理場」とは、下水道法に規定された処理施設とする。 

 

2．「汚泥処理施設等」とは、下記の設備を含むものとする。 

（1） 機械設備 

汚泥処理施設等及びこれらの付帯設備（濃縮、消化、脱水、消化ガス設備等） 

（2） 電気設備 

受変電設備（原則として、高圧電気設備は除く）、制御電源及び計装用電源設備、負荷

設備、計測設備、監視制御設備及びこれらの付帯設備 

（3） 建築付帯設備 

   給排水・衛生・ガス設備、空調・換気設備、照明設備、消火設備、昇降機等 

 

3．「物品その他」とは、運転及び維持管理業務に係るもので、下記のものとする。 

（1） 市が支給するもの 

ア． 電気、水道、処理水、燃料（重油、都市ガス、精製ガス） 

イ． ポリ硫酸第二鉄溶液、高分子凝集剤 

（2） 受託者が調達するもの（別表 3～6 参照） 

（3） 貸与品 

市は、下記の施設、および設備を本業務遂行の為受託者に無償で提供する。受託者は、

使用に当たっては、善良な管理者の注意をもって維持管理すること。 

ア． 汚泥処理棟内の監視室、事務所、更衣室、汚泥分析室、宿直室、シャワー室、便所、

倉庫 

イ． 事務室、宿直室、及び監視室の冷暖房装置 

ウ． 場内電話、放送設備 

エ． 施設運転管理以外に使用する水道光熱費 

オ． 上記の他、市が使用を認める施設、及び機器類 

他に、受託者が備品、器具類を必要とする場合は、受託者の負担により設置するこ

とができる。この場合、受託者は事前に市に届出を提出し承諾を受けなければならな
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い。 

本業務において、必要な備品、消耗品で、市と受託者が協議し必要と認める場合、

市が準備する。使用に際し、受託者は事前に市に使用を連絡するとともに、備品、消

耗品等の在庫調査を行い、市に報告すること。また、使用した備品、消耗品は所定の

場所に必ず戻しておくこと。 

土木、建築、設備関係図書は貸与する。 
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第 2 章 汚泥処理施設等の運転及び維持管理に関する条件 

 

第 1 節 運転及び維持管理に関する要件 

第 1 項 汚泥処理施設等の対象施設及び業務実施期間 

 

1．対象施設の名称及び所在地 

西部処理場        ： 下水終末処理場 

神戸市長田区南駒栄町 1 番地 44 号 

 

2．業務実施期間 

令和 6 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日までとする。 

 

3．業務範囲 

（1） 処理場の汚泥処理施設等全体の運転及び維持管理業務 

（2） 物品その他の調達及び管理業務 

（3） 業務履行に付随する業務 

 

第 2 項 業務予定量 

受託者は、下記の処理能力を有する汚水処理施設から発生する汚泥の濃縮、加温、消化、

脱水、また発生した消化ガスの精製・発電等の業務を行う。 

1．汚水処理能力 令和 6 年度～令和 8 年度 134,600m3/日 

 

2．業務予定量は下記のとおりである（令和 4 年度実績に基づく）。ただし、水処理の状況等により

変動するので留意すること。 

（1） 流入下水量    約 90,000m3/日 

（2） 生濃縮設備汚泥供給量  約 830m3/日（固形物濃度 約 1.5％） 

（3） 余剰濃縮設備汚泥供給量 約 1,880m3/日（固形物濃度 約 0.4％） 

（4） 濃縮生汚泥量    約 270m3/日（固形物濃度 約 4.7％） 

（5） 濃縮余剰汚泥量   約 190m3/日（固形物濃度 約 4.2％） 

（6） 脱水ケーキ量    約 38t/日（含水率 約 78％） 

（7） 消化ガス発生量   約 9,380m3N/日 

（8） 精製ガス量    約 4,960m3N/日 

（9） 消化ガス発電量   約 13,070kWh/日 

 

3．その他、特別な事情が生じた場合については、市と受託者で協議のうえ措置する。 
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第 3 項 運転管理指標等 

1．運転管理指標等 

運転管理の指標等は、次のとおりとする。（別表 7 参照） 

（1） 余剰汚泥・生汚泥濃縮設備 

（2） 汚泥消化設備 

（3） 汚泥脱水設備 

（4） 消化ガス設備 

（5） その他 

ア. 騒音及び振動 

敷地境界線上で、法規制値以下とする。※ 

イ. 排水 

排水溝において、硫化水素等を著しく発生させてはならない。 

ウ. 悪臭 

敷地境界線上で、法規制値以下とする。※ 

 ※西部処理場内は工業専用地域である。 

 ※敷地境界線上の定期測定は委託業務範囲外である。 

 

2．運転管理上の注意事項 

（1） 受託者は、各設備が常に適切な品質、温度、業務量を維持するように、その運転に最大

の注意を払わなければならない。 

（2） 各設備の運転は、市と十分協議を行い、水処理に影響がでないよう平準化に努めること。 

（3） 受託範囲内においては、特に消化ガスの漏洩に注意するとともに、所定の場所以外では、

喫煙を禁止する。また、その他火気の取扱いに注意すること。 

（4） 予備の機器、設備は定期的に切替えるとともに、停止機器については適宜保守運転を行

い、所定の性能を維持させること。また、予備のない機器が故障等を発生した場合、受託

者は最短時間で運転を再開できるよう、最大限の努力を払わなければならない。 

（5） 薬品に係る制御機器は、特に細心の注意を持って維持管理に努めること。 

（6） 低圧受電盤、動力制御盤、その他電気設備は、「神戸市自家用電気工作物保安規程（以

下、「保安規程」という。）」及び「神戸市建設局（下水道部門）自家用電気工作物保安規程

細則（以下、「細則」という。）」に基づいて維持管理を行うこと。 

（7） 受託者は、常に防臭に留意すること。 

（8） 「ガス事業法」に基づく、「神戸市建設局 下水処理場消化ガス施設保安管理要綱」が適

用される設備については、同要綱を順守すること。 

（9） 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく「神戸市建設局西部処理場エネルギ

ー管理標準」を遵守し、効率的な運転に努めること。 

（10） 受託した業務に関する関係法令を遵守すること。（別表 2 参照） 
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第 4 項 業務の履行 

1.  受託者は、汚泥処理施設等の機能を十分発揮できるよう、本仕様書のほか、契約書及び、

その他関係書類等に基づき、誠実かつ安全に業務を履行すること。 

 

2.  受託者は、下水道法、水質汚濁防止法等の法令、規則及び基準等の関係法令を遵守する

こと。 

 

3. 受託者は、労働安全衛生法等の災害防止関係法令により、安全衛生管理に留意し労働災

害の防止に努めるとともに、安全衛生管理上の障害が発生した場合は直ちに必要な措置を

講じ、速やかに市に報告すること。 

 

4.  受託者は、汚泥処理施設等の構造、性能、周辺状況等を熟知し、運転に精通するとともに、

常に創意工夫を持って業務改善に努め、予防保全により事故・故障を未然に防ぐように努め

ること。 

 

5.  夜間は宿直者等の常駐者を 1 人以上配置すること。また、夜間などの事故や故障対応が

発生した時は、複数で復旧対応すること。但し、機器の切替等で対応可能な時はこの限りで

はない。（現地確認後、緊急性のない場合は翌日対応とする。） 

 

6.  受託者は災害、重大事故等の緊急時に備え、連絡体制、緊急対応手順書を整えるとともに、

常にこれに対処できるように人員・機材の準備をすること。 

 

7.  受託者は災害時に二次災害の恐れがある場合は、適切な措置を講じ、二次災害の防止に

努めること。 

 

第 5 項 業務内容 

 業務の主な内容は次によるほか、別表 1-1 から別表 1-3 の業務とする。 

1．汚泥処理施設等の運転及び維持管理業務 

（1） 運営業務 

ア． 本仕様書を順守するための汚泥処理施設等の適正な管理 

イ． 汚泥処理施設等の効率的な運転管理 

 

（2） 運転操作監視業務（別表 1-1 項目 1．） 

ア． 各種設備の汚泥処理監視室での監視及び運転操作 

イ． 各種設備の現場（電気室又は現場操作盤）での監視及び運転操作 

ウ． 各種設備の巡視点検 
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エ． 各種設備の調整及び交換 

オ． 各種設備の故障対応 

 

（3） 点検整備業務（別表 1-1 項目 2．及び 3．） 

ア． 各種設備の定期点検、臨時点検及び保守 

電気設備の日常点検、定期点検の頻度は、「保安規程」及び「細則」による。 

イ． 汚泥処理施設等の自家用電気工作物の維持及び運用に関する保安に係る業務（電

気主任技術者の選任を含む） 

ウ． 各種設備の消耗品類（各部品、ランプ等）の交換 

エ． 各種法令点検（別表 1－2 項目 1．及び 2．） 

オ． 土木建築施設（消化タンク・補機棟、脱水機棟および関係各管廊等の建築設備）の定

期点検及び保守、上記建築物に関連する消防設備、照明設備等の建築付帯設備の

保守管理 

カ． 脱水機棟及び加温棟の電気室に設置されているプラント動力、建築付帯動力、並び

に照明等の各主幹盤の送電ケーブル端子台以降のケーブル、ラック類の保守管理 

 

（4） 修繕業務（小修理）（別表 1-1 項目 2．及び 3．） 

 受託者は、各種設備の保守点検等により発見した不良箇所及び故障対応などにより発見

した破損箇所のうち、現場での小修理で対応可能なものについては、必要な措置を講ずる

こと。また、点検整備により発見された機器の異常箇所、破損箇所の原因究明を行うこと。 

ア． ここで、小修理とは、各種設備の部分的な補修又は取替により、一時的な復旧又は短

期間の機能維持を可能にするものとする。 

イ． 受託者は、部分的な補修として各種設備及び配管等の塗装を行うこと。塗装の仕様は

神戸市の「下水道設備（機械・電気）工事一般仕様書」によること。 

ウ． 本業務で使用する消耗品類は、受託者が管理すること。 

 

（5） 保全管理業務（別表 1-1 項目 4．） 

ア． 受託者は、各種設備の性能及び機能を確保するために行う保全計画（定期修繕計画）

策定のための資料及びデータの収集に協力すること。 

イ． 受託者は、市が運用する下水道施設・設備情報システムへの入力に必要な基礎デー

タ（各種設備の保全歴や整備・工事等の情報）を作成し蓄積すること。 

また、作成及び蓄積した情報は、常に最新の状態となるようにデータを更新すること。 

ウ． 受託者は、市が各種設備の補修及び改築更新工事を実施する際には、必要な各種設

備の状況報告及び施工時の協力を行うこと。 

 

（6） 分析業務（別表 8 参照） 
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ア． 日常的及び定期的な汚泥、ガス等の分析 

イ． 定期的な試料の採取 

 

（7） 危機管理業務 

ア． 受託者は、自然災害（大雨、地震、津波等）、緊急時（停電、各種設備の故障等）、感

染症発症時（予防対応を含む）及び受託者の責によらない不慮の事態を想定した事業

計画書を事前に整備し、緊急時の対応を行うこと。 

イ． 受託者は、事業計画書に記載する事項について、市の承諾を得ること。 

① 市を含む関係各所への緊急連絡体制 

② 市の防災体制に準じた従業員の非常招集体制 

③ 発生した危機に対する緊急点検及び応急復旧の方法 

④ 従業員に対する教育並びに訓練の実施 

⑤ 備蓄資材の管理 

ウ． 受託者は、本業務の履行に支障をきたすような突発的な不具合が、各種設備に発生

した場合は、事態の状態把握に努めるとともに、事業計画書に従い被害を最小限度に

止める必要な措置を講じること。 

エ． 受託者は、事業計画書に記載していない突発的事態等が発生した場合は、市との協

議の上、必要な措置を講じること。 

ただし、市との協議が著しく困難な場合は、受託者独自の判断で必要な措置を講じて

もよい。 

オ． 受託者は、本業務に関して従業員の安全確保を最優先とすること。 

 

（8） 臨機の措置 

ア． 市は、災害防止、不可抗力及び受託者が本業務を履行する上で、特に必要があると

判断した事態が発生した場合、受託者に対して「臨機の措置」として緊急点検又は応

急復旧等を指示できるものとする。 

イ． 受託者が、上記ア．により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用

のうち、本業務の委託費に含めることが適当でないと市が認める部分については、市

がこれを負担するものとする。 

ウ． 施設設備の変更とこれに伴う運転管理の技術的検討と措置、本業務期間中に処理、

施設、および設備の変更があった場合、適切、かつ効率的な運転管理を行うための技

術的検討と措置を受託者は市と協議し行う。 

 

（9） 環境整備業務 

ア. 業務範囲内の清掃及び整理及び整頓 

イ. 対象施設の除草、剪定等（参考資料参照） 
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（10） 事業系一般廃棄物の処理 

受託者は、受託者が廃棄する事業系一般廃棄物（可燃ごみ、粗大（不燃）ごみ、資源ご

み）の処理を一般廃棄物収集運搬許可業者に委託等して行うこと。 

 

（11） 業務報告等 

受託者は、本章第 6 項に定められた報告書等を市に提出すること。 

 

2．物品その他の調達及び管理業務 

受託者は、本業務の履行に関する「物品その他」の調達及び管理を適切に行うこと。 

（1） 市が支給するものの管理 

市が支給するものは、市が費用負担し、受託者が適切に管理すること。 

（2） 受託者が調達するものの管理 

受託者が調達するものは、すべて受託者が費用負担し、調達及び管理すること。 

（3） 貸与品の管理 

貸与にあたっては次の各号を条件とする。 

(ア) 貸与品の使用場所は市が定める。 

(イ) 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理すること。 

(ウ) 受託者は、貸与品の使用に際して必要となる消耗品類の他、日常維持管理及び定期点

検等に要する費用を負担すること。 

(エ) 受託者は、故意又は重大な過失により、貸与品を減失及び棄損した場合、貸与品の修

理費用又は貸与品の代替に要する費用を負担すること。 

(オ) 受託者は、貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、市に借用書又

は受領書を提出すること。 

(カ) 受託者は、本仕様書の変更等によって使用していた貸与品が不用となったときは、直ち

に市に返還すること。 

(キ) 市は、受託者が貸与品を使用したことにより発生した一切の損害について、その責めを

負わない。 

(ク) 市は、貸与品について修理・修繕又は更新する義務を負わない。 

 

3．業務履行に付随する業務 

（1） 業務履行に関する報告等 

ア． 受託者は、業務履行にあたり、法令、本仕様書に従って、業務履行の内容を記録し、

必要な報告書類を作成して市に提出すること。 

イ． 受託者は、業務履行の内容に応じて、図面の作成又は写真の撮影を行い、報告書に

添付すること。 
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ウ． 受託者は、市の求めがある場合、各種報告書及びその他受託者がこの契約に基づき

作成する書類を電子データとして市に提出すること。 

エ． 受託者は、業務履行に関して提出した各種報告書、その他受託者がこの契約に基づ

き作成する書類、及びその電子データは、契約期間満了又は作成時から 3 年以上経

過するまで保管すること。 

 

（2） 物品その他の調達及び管理 

ア． 受託者は、受託者が調達した物品その他について、支出内訳書、納品書、品質証明

書等を保管し、適切に管理すること。 

イ． 受託者は、自ら調達、市が支給又は貸与した物品その他の使用状況を確認及び管理

簿等に記録し、適切に管理すること。 

 

（3） 第三者との交渉等 

 本業務の履行に関して、地元関係者等の第三者との交渉等が必要となった場合は、市が

これを行うものとする。ただし、この場合において、受託者は、市が行う第三者との交渉等

へ協力すること。 

 

（4） その他の業務 

ア． その他業務上必要な諸作業 

イ． 施設等機能確認業務 

ウ． 見学者案内等の協力業務 

 

第 6 項 業務書類等 

1．業務書類の提出期限 

（1） 契約締結時 

ア． 着手届（契約締結後 14 日以内） 

イ． 総括責任者選任届（契約締結後 14 日以内） 

ウ． 緊急時連絡体制表（契約締結後 14 日以内） 

エ． 委託費内訳明細書（契約締結後 14 日以内） 

オ． 事業計画書（契約締結後 14 日以内） 

カ． 契約当初年度の年間業務計画書（契約締結後 14 日以内）） 

キ． 契約当初月の月間業務計画書（契約締結後 14 日以内）） 

 

（2） 業務期間中 

ア． 貸与品等借用願（貸与品等を受けた日から 7 日以内） 

イ． 当該月の月間業務計画書（当該月の前月末まで） 
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ウ． その他当該月において実施を予定する業務に関する計画（業務実施前まで） 

エ． 運転日報、月報、年報（※2 参照） 

オ． 保守点検日報、月報、年報（※2 参照） 

カ． 設備補修月報、年報（※2 参照） 

キ． 物品管理・調達月報、年報（※2 参照） 

ク． 月間業務完了報告書（当該月の翌月 7 営業日以内） 

ケ． 緊急対応・処置報告書（対応後すみやかに） 

コ． 分析等結果報告書（※2 参照） 

 

（3） 年度終了時 

ア． 当該年度に係る業務検査願書（年度終了後 7 営業日以内） 

イ． 当該年度の業務完了報告書（年度終了後 7 営業日以内） 

 

（4） 契約終了時 

ア． 契約終了時に係る業務検査願書（契約終了 14 日前まで） 

イ． 契約業務完了報告書（契約終了 14 日前まで） 

※1 （）内は提出期限 

※2 市の指示に従うものとする。 

 

2．業務書類の記載事項について 

（1） 事業計画書 

ア． 受託者は、本仕様書及びその他関係書類等に基づき、契約期間中の事業計画を立案

すること。また、土木建築施設及び各種設備の保守点検計画を事業計画の中に盛り

込むこと。 

イ． 受託者は、事業計画書について市の承諾を得ること。 

ウ． 受託者は、事業計画書に従い業務を実施すること。また、事業計画書について、施設

の状況や、委託業務の実施状況等を勘案したうえで、常に最新・最適のものとするた

め、随時見直しを行うこと。 

エ． 受託者は、上記ウ．により事業計画書を変更しようとするときは、あらかじめ変更内容

について市と協議し、承諾を得ること。 

 

（2） 年間業務計画書 

ア． 受託者は、当該年度毎に年間業務計画書を作成し、市の承諾を得ること。 

イ． 年間業務計画書には、次の事項について記載すること。 

① 業務概要に関すること 

② 現場組織に関すること 
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③ 業務実施計画に関すること 

④ 業務方法に関すること 

⑤ 分析業務に関すること 

⑥ 危機管理業務に関すること 

⑦ 環境整備業務に関すること 

⑧ 物品調達に関すること 

⑨ 安全衛生管理に関すること 

⑩ 各種報告書様式 

⑪ その他必要事項 

ウ． 受託者は、業務実施計画において、業務の実施項目又は実施時期を大幅に変更する

必要が生じた場合は、市と協議し承諾を得ること。 

 

（3） 月間業務計画書 

ア． 受託者は、月間の業務履行に関する計画として、月間業務計画書を市に提出すること。

なお、関連資料がある場合はこれを添付すること。 

イ． 受託者は、業務の実施状況により、業務計画で定めた当該月の業務を、翌月に変更

する等の軽微な変更は、本計画書への記載により通知してもよい。 

 

（4） 業務完了報告書等 

ア． 受託者は、月間業務計画書に基づき業務を完了したときは、当該月に係る月間業務

完了報告書を市に提出すること。なお、「運転月報」「保守点検月報」「設備補修月報」

「物品管理・調達月報」「緊急対応・措置報告」及びその他関連資料等を添付すること。 

また、業務の実施状況により、業務実施計画で定めた翌月の業務を、当該月に実施し

た等の軽微な変更は、本報告書への記載により報告してもよい。 

イ． 受託者は、当該年度の業務を完了したときは、当該年度に係る業務検査願書及び当

該年度に係る業務完了報告書を市に提出すること。なお、「当該年度の汚泥処理施設

等管理状況説明書」「運転年報」「保守点検年報」「設備補修年報」「物品管理・調達年

報」「緊急対応・措置報告書」及びその他関連資料等を添付すること。 

ウ． 受託者は、委託最終年度に契約業務完了報告書を市に提出すること。 

エ． 市は、上記ア．からウ．の業務完了報告書等の提出を受け、履行の確認を実施する。 

オ． 市は、業務完了報告書等の内容に疑義があると認める場合、又はその他本仕様書に

定める業務を適切に実施していないと判断した場合において、市が施設の管理者とし

て説明責任を果たすために必要な範囲で、追加の資料の提出及び当該業務に関し改

善措置を、受託者に求めることができる。このとき、受託者は市の求めに対し誠実に対

応すること。 
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（5） 改善要求書 

ア． 受託者は、管理する上で受託者の責めに帰することができない理由により、土木建築

施設又は各種設備に支障がある場合は、市に対し、次の事項を記載した改善要求書

を提出すること。 

① 改善が必要な理由 

② 正常な管理を行ってきた証拠 

③ 必要な改善処理案 

イ． 市は、受託者から提出された改善要求書に基づき、両者で協議を行い、必要に応じ適

切な処置を講ずるものとする。 

 

第 7 項 諸室等の自主管理及び整理整頓等 

1.  受託者は、委託契約約款第 19 条に基づき使用の承諾を受けた施設を受託者の責任にお

いて管理すること。 

また、使用期間中に受託者の責めに帰する事由により汚損等があった場合は、受託者の

負担において復旧すること。 

2.  受託者は、施設建物及びその周辺について常に清掃を心がけ、不要な物品等を整理する

こと。 

 

第 8 項 汚泥処理施設等の一般管理 

 受託者は、関係法令を順守するとともに、汚泥処理施設等の門柵塀の管理、施錠、施設

周辺の安全等について、十分な注意を払うこと。 

 

第 9 項 モニタリング 

1．市の業務及び権限 

（1） 市によるモニタリング 

ア． モニタリングとは、市が本契約に基づく受託者の業務の履行状況を確認及び監視する

もので、市の業務として、定期又は随時に実施するものとする。 

イ． 受託者は、本業務の実施状況に関して、市から説明要求があった場合には、適切な方

法により、速やかに説明を行い、必要な資料を提出すること。 

ウ． 受託者は、モニタリングに際し、全面的に協力すること。 

 

（2） 市は、モニタリングを行うため、下記の権限を有するものとする。 

ア． 業務履行に関する総括責任者との協議 

イ． 本章第 6 項に定める各業務書類に関する協議及び承諾 

ウ． 現場立会による本章第 5 項に定める各業務の実施状況の確認 

エ． 本章第 5 項に定める各業務の報告書等に関する協議及び承諾 
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オ． 業務履行に関する立入り検査 

受託者への事前通知の有無にかかわらず、市は検査の権限を有するものとする。 

カ． 履行状況の評価 

 

第 10 項 総括責任者の職務及び従業員の配置 

1.  総括責任者とは、委託契約約款第 14 条に基づく業務責任者のことをいう。 

2.  総括責任者は、対象施設に常時勤務し、本受託以外の業務を行ってはならない。 

3.  総括責任者は、現場の最高責任者として、受託者の従業員の指揮、監督を行うとともに、

技術の向上及び事故の防止に努めること。 

4.  総括責任者は、契約書、仕様書、完成図書、その他関係書類により、業務の目的、内容を

十分理解し、施設の機能を把握し、市と密接な連絡をとって、業務の適正かつ円滑な遂行を

図ること。 

5.  総括責任者は、設備及び管理状況を的確に把握し、いかなる場合においても対処できる体

制の構築に努めること。 

 

第 11 項 有資格者・有経験者・作業従事者 

1.  本業務には下記の基準を満たす従業員を配置すること。なお、配置された従業員が要求す

る業務水準に対して適切な処理がとれないと市が判断した場合、その従業員の変更を指示

する。その際、受託者は速やかに代わりの従業員を配置すること。 

（1） 総括責任者 

 業務全体の責任者で、総括の職務にあたり管理能力があり、業務責任者の業務を遂行で

きる者で、下水道法第 22 条第 2 項に規定する資格者に該当する者で、西部処理場に常駐

させること。 

（2） 副総括責任者 

総括責任者の補佐及び代行ができ、管理能力及び高度な技術を有し、かつ各業務の責

任者として的確な判断が行える者。 

（3） 主任 

各業務の責任者で、高度な技術を有し、業務の専門職として的確な判断が行える者。 

（4） 技術員 

基礎的な技術を有し、保守点検業務、運転監視等の業務を遂行できる者。 

（5） 技能員 

機械、電気、化学等技術能力を有し、運転操作及び水質分析等が行える者。 

（6） 上記以外の者 

上記以外の作業に従事できる者。 
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2.  受託者は、以下に示す有資格者を配置すること。 

（1） 第 3 種電気主任技術者以上（常駐、総括責任者の兼任可） 

 市の主任技術者の指示に従い電気設備保安業務にあたる。 

（2） 第 1 種又は第 2 種電気工事士（電気主任技術者と兼任不可） 

（3） 第 2 種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了者 

（4） 乙種第 4 類危険物取扱者 

（5） クレーン運転特別教育修了者、玉掛技能講習修了者 

（6） ガス溶接技能講習修了者、アーク溶接技能講習修了者 

（7） 防火管理講習修了者（火元責任者を選任すること） 

（8） 足場の組立て等作業主任者技術講習修了者及び足場組立て等特別教育修了者 

（9） その他維持管理業務に必要な資格者 

（10） その他労働安全衛生法で必要な資格者 

 

3.  業務の従事者について、氏名、資格取得等を証明するものの写し等を書面にて速やかに

市に通知することとし、その従事者を変更したときも同様とすること。 

 

4.  労働安全衛生法等で定める就業制限にかかる機器の運転及び危険物の取り扱いなどに

当たっては、有資格者以外の者が行ってはならない。また、有資格者を必要とする点検につ

いても、有資格者を配置して行わなければならない。 

 

5.  市は、業務が適切に実施されない場合又は、その恐れがあると判断する場合は、受託者に

対し体制等の改善・強化を要請することができるものとし、受託者は誠実に対処しなければ

ならない。 

 

第 12 項 その他 

1.  受託者は、本仕様書に明記されていない事項であっても、運転操作上当然必要な業務等

は、良識ある判断に基づいて行うこと。 

 

2.  受託者は、市が運転等に係る資料の提出を要求した場合は、速やかに応じること。 
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第 2 節 業務要領 

第 1 項 業務体制及び業務計画 

1. 業務体制 

 受託者の業務体制は、運転操作、監視、巡視点検及び記録を常時行う運転操作監視業務

体制と、平日の昼間のみ作業を行う点検整備業務体制とし、詳細は下記による。 

（1） 運転操作監視業務体制 

ア． 運転操作、監視、巡視点検及び記録を行う業務は毎日の昼間（8：45～17：30 を含む）

とする。 

イ． 夜間は 1 名以上を配置するものとする。 

ウ． 勤務体制を変更しようとするときは、市の承諾を受けること。 

（2） 点検整備業務体制 

 原則として年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）と土、日曜日及び祝日を除いた昼間に業務

に従事すること。ただし、設備の異常等の緊急対応及び時間外の保守点検（夜間点検等）

はこの限りではない。 

 

2. 業務計画 

 受託者は、業務着手前に事業計画書を提出すること。 

 

第 2 項 運転管理 

 運転管理業務の実施に際しては、本仕様書等に従い、受託者の技術力等を活用し、受託

者の創意工夫により最適な管理方法を検討・実施し、適切かつ効率的な管理業務を行うこと。 

 市が行う本対象施設以外の施設の運転・維持管理との調整を率先して行い、その他の施

設の円滑な運転・維持管理に協力すること。 

 

1. 運転操作監視業務 

 施設の運転にあたっては、各設備機器の機能と特性を十分に理解し、市と十分に協議し、

適切な運転操作を行い、また、従業員が安全かつ効率的に同様な作業が行えるよう、作業、

操作手順書を作成し、必要に応じて改訂すること。 

（1） 運転操作 

 受託者は、汚泥濃縮、消化タンク、温水ボイラー、消化ガス設備、脱水機設備各系統の

機器の適正な運転操作を行うとともに、必要に応じて機器、および装置の選択、起動、停止、

調整、添加率等の操作を行い、効率的な運転に努めること。また、定時毎のデータ、機器

の故障状況等を記録すること。 

（2） 巡視点検 
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 受託者は、監視室、消化ガス設備等で機器、および各種計器の監視を行うとともに、計器

監視を補完するため、設備、または機器毎に定められた事項を毎日、および定期的に巡視

点検し、記録すること。 

（3） 異常処置 

 消化タンク内のガス圧上昇、ガスタンクからのガス漏洩、装置、および機器の故障等、異

常状態を発見した場合は、直ちに異常の程度に応じた処置を講ずる。また、必要に応じ異

常状態の写真撮影をし、記録するとともに市に連絡・報告する。 

 

2. 点検整備業務 

 点検整備業務とは、本業務における機械・電気設備の保守管理として、定期点検、修理、

手入れ、および調整等を行うことをいう。 

 受託者は、点検整備業務に着手するに際して、対象施設の効率的な修繕を図ることを念頭

に、計画を策定し実施すること。また、点検整備業務により発見した不良箇所、又は破損箇

所の小修理を行うこと。 

 なお、本対象施設の予防保全の実行を担保するために、機器の維持管理履歴を記録し、

本市へ提出すること。 

 点検整備業務の主な内容は下記のとおりである。 

（1） 電気設備については、設備全体の適正な保守管理を行い、受託者の電気主任技術者は受

託範囲内電気設備の保守管理の責任を負うとともに、「保安規程」及び「細則」に定められ

た保守業務を行う。 

（2） 法令で定められた設備の取扱、作業については、関係法令等に準拠して業務を行う。 

（3） 日常点検、定期点検、および臨時点検 

 機器の異常を早期に発見して故障を未然に防止するため、毎日、および定期的に機器・

配管等の点検を行う。また、異常、あるいは異常の徴候を発見したときは、適切な処置をと

るとともに、原因不明の異常時には臨時点検を行う。 

 

3. 分析業務 

 各工程での汚泥、ガスの品質等を管理するため、試料の採取、分析等を行う。 

 業務の詳細は別表 8 による。 
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第 3 節 一般管理 

第 1 項 一般管理 

 一般管理とは、当該施設全般の維持管理に必要な全ての事項のうち、機器、および設備

の運転管理を除く事項をいう。 

 

第 2 項 一般管理の内容 

1.  受託者は、受託範囲内の構造物の汚損、および損壊等を早期に発見するため、定期的に

巡視すること。また、不審者の侵入防止等に努めるとともに、火災、盗難 等についても十分

注意すること。 

2.  受託者は、受託範囲内の諸設備の整理、清掃（事務室、監視室、廊下、階段、トイレ等を含

む）および機器回りの清掃に努めること。 

また、棟外周周辺、および場内道路の受託者に起因する汚損等の清掃は受託者の負担とす

る。 

3.  受託者は、本業務の遂行にあたり、常に防臭に留意するとともに、蝿の発生防止等公衆衛

生についても十分注意し、必要に応じて防臭剤等の薬剤散布を行うこと。 

4.  受託者は、受託範囲内の機器、および設備の運転、並びに各棟内の建築付帯設備の使用

に際して、常に電気、水道、燃料、および薬品の節約に努力し、省エネルギー、省資源に努

めること。 

5.  受託者は、受託期間が満了した後は、市の承認したものを除き、受託者に属する備品類、

材料等を速やかに撤去し原形復旧すること。 

6.  市が行う環境マネジメント活動に協力すること。 

7.  受託者の通勤手段は、原則、公共交通機関を利用すること。ただし、受託者の都合上、や

むを得ず自動車を使用する場合には、あらかじめ、市の承諾を得ること。 

 

第 3 項 提出書類 

 受託者は、定められた計画書、および報告書を市に速やかに提出し、市の承諾、または検

査を受けなければならない。 

 

第 4 項 備品、消耗品の管理 

 受託者は、本施設、設備の備品、消耗品等の管理に責任をもってあたり、備品、機械器具

等の紛失、または損傷については、その責任を明確にし、その責任に応じ費用を負担するこ

と。 

 

第 5 項 運転管理の引継ぎ 

 受託者は契約満了の日までの市が必要と認める期間、本業務の次期契約の受託者（以下、
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「次の受託者」という。）次の受託者に必要な技術指導を行わなければならない。ただしこれ

に要する費用は受託者の負担とする。 

 

第 6 項 保険等 

 受託者は第三者損害賠償保険、履行保証保険等の保険に加入すること。 

 本施設は、下水道賠償責任保険に加入しており、契約期間中、これを継続する予定である。

なお、市が下水道賠償責任保険による給付を受けた場合に、受託者の帰責事由によるとき

は、保険会社が受託者に対して求償することがある。 

 

第 7 項 疑義の解釈等 

 本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合、また本仕様書に定めのない事項につ

いては、市と受託者で協議して定めるものとする。 

 

第 8 項 委託料の支払い 

 委託料の支払いは、月ごとの検査等に合格した後、市は受託者の適法な請求書を受理し

た日から３０日以内に各年度の契約額の 12 分の 1 を支払うものとする。なお、定額委託料に

ついてその端数金額は、年度最終月の部分払金額に合算する。 
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第 4 節 本業務における引継事項の要件 

第 1 項 本業務における引継事項 

1．引継事項の整理及び変更 

（1） 受託者は、業務開始後、速やかに当該施設特有の運転方法や留意事項などを記載した

引継事項（以下「引継事項」という。）を作成し、本契約が終了するまで、施設に備え置くこ

と。また、作成した引継事項は、その内容を速やかに市に通知すること。 

（2） 受託者は、業務期間中、必要に応じて引継事項の内容を変更した時は、市に速やかに引

継事項を変更した旨を通知すること。 

 

2．契約終了時の引継事項 

（1） 受託者は、業務期間満了により委託期間が満了する場合、次の受託者が円滑に業務を遂

行できるように、必要な引継事項を交付すること。 

（2） 受託者は、上記（1）の引継事項について、次の受託者が業務履行を行うために必要な技

術指導を行うこと。ただし、市が不要と認める場合はこの限りではない。 

また、この技術指導は次の受託者の業務開始までの概ね 1 ヶ月程度とする。 

 

第 2 項 契約終了の施設機能の確認 

1．対象施設の明渡し 

（1） 受託者は、本契約が終了し、かつ受託者以外の者が、次の受託者となっている場合、対象

施設の運転及び維持管理業務を継続して行える状態にして、速やかに明け渡すこと。 

（2） 受託者は、明渡しに要する費用をすべて負担すること。 

 

第 3 項 その他 

 市が、受託者に対して、本業務の次期契約を円滑に開始するために必要な事項について、

次の受託者との事前協議を求める場合は、誠実に対応すること。 
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別表１－１ 業務内容（1） 

日常的な業務 

項 目 説 明 備 考 

１．運転操作監視業務 1） 各種運転記録・作業記録の整理報告 

汚泥処理監視室での記録計記録紙の取替、機器の運転操作記録等 

2） 分析業務（詳細は、別表－8「分析業務」参照） 

3） 各種測定器具の校正、点検 

4） 門扉の開閉、建物入り口の施・解錠、不法侵入者の防止及び火災予防 

5） 現場巡視、計器指示値の記録及び五感による機器監視 

6） 運転業務に必要な燃料・薬品等の管理、搬入予定日の決定及び受入立会い 

7） 脱水ケーキ搬出の管理 
 

1）市の承諾を得た報告書に記入し、翌

日の午前中に提出すること 

 

3）校正、点検回数等、詳細は打合せに

よる 

 

6）脱臭用ポリ鉄を含む。 

2．点検整備業務 

  （機器） 

1） 設備・機器の保守点検、保護装置の動作確認・調整・切替等 

2） 設備・機器故障時の応急処置と原因調査及び軽微な補修作業 

状況写真を添付した報告書を提出する。 

3） 運転中、休止中の機器の日常点検 

4） 法令により、日常点検が義務づけられた設備の点検操作業務 
 

1）頻度は計画書による 

2）受託者で判断できないものは、市に

連絡し指示を受ける 

3．点検整備業務 

  （電気設備） 

1） 神戸市自家用電気工作物保安規程（以下、保安規程）及び神戸市建設局（下水道部門）自家用電気

工作物保安規定細則（以下、細則）による日常巡視点検 

（原則として高圧電気設備は除く） 

2） 電気設備故障時の応急処置と原因調査及び軽微な補修作業 

3） 電気設備の維持に必要な用品の在庫管理 
 

1）点検頻度は細則による 

4．その他の業務 1） 台風、大雨、低温等の事象に対する準備及び処置 

2） 作業、操作手順書の作成 

3） 構内の照明器具のランプ等交換（ただし、高所等危険個所については、市との協議による） 

4） 構内の清掃等 

5） 電気室等のエアコンの点検清掃 

6） 植栽管理（低木の剪定と草刈、施肥作業） 

7） 神戸市下水道施設・設備情報システムへの設備台帳・直営整備・故障不具合の基礎データ作成業務 

8） その他市が指示する業務 

（上記以外の業務で、受託範囲内の必要と思われる業務） 
 

2）必要に応じて改訂 

3）照明器具のランプ等は市より支給す

る 

5）エアコンのフィルターは市より支給す

る 
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別表１－2  業務内容（2） 

定期的な業務 

項 目 説 明 頻 度 備 考 

１．機械設備 

 （1）定期点検 

 （2）潤滑油・作動油等 

 （3）設備機器の点検 

 

 

 

 （4）機器・配管類清掃 

 

 

 

 

 

 

 

 （5）予備機切替 

 （6）ろ布交換 

 

1） 汚泥処理機械等の機器定期点検 

2） 各機器の油脂等の点検・交換及び管理 

3） 天井クレーン点検（自主検査） 

4） 温水ボイラー点検 

5） 上水受水槽・貯水設備定期点検 

6） 上水以外の高架水槽 

7） 機器類（濃縮設備・脱水機設備・消化ガス設備・高分子溶解槽・薬

品タンク・ストレーナ・熱交換器等）、配管類（高分子等薬液配管

等）清掃業務 

8） 脱水ろ液配管の高圧洗浄作業 

9） 脱水機棟排水ピット浚渫 

10） 消化槽オーバーフロー管の高圧洗浄 

11） 濃縮汚泥・消化汚泥配管の超高圧洗浄 

12） 汚泥洗浄槽浚渫 

13） 消化汚泥貯留槽浚渫 

14） 主要機器・各種貯留槽予備機切替 

15） 濃縮機及び脱水機のろ布交換 

16） 生物脱臭塔の耕転 

17） 消化ガス設備におけるガス精製設備 

 ①ガス圧縮機の潤滑水配管薬品洗浄及びフィルター交換 

 

 

 ②生物脱臭塔の耕転 

 ③生物脱臭塔の担体抜取り洗浄 

 ④散水タンクの清掃 

 ⑤各種フィルター清掃及び取替 

  ア）分析計フィルター取替 

 

 

 

1）点検計画書による 

2）1 回／年以上（随時） 

3）1 回／月 

4）1 回／月 

5）1 回／年以上 

6）1 回／年以上 

7）1 回／年以上（随時） 

 

 

8）3 回／年以上 

9）適宜 

10）適宜 

11）1 回／年 

12）1 回×2 槽／年 

13）1 回×1 槽／年 

14）1 回／月 

15）5 回／年 

16）適宜 

17） 

 ①適宜  

 

 

 ②適宜 

 ③1 回×2 塔／年 

 ④2 回／年 

 ⑤ 

  ア）適宜 

 

 

 

 

2）交換は、給油表による（潤滑油：

20L 缶×10 本／年、グリス 16 ㎏缶

×3 本／年程度） 

5）神戸市受水槽水道衛生管理指導

要綱によること（対象上水受水槽有効

容量：1.0 ㎥） 

 

 

8）～11）作業に必要な高圧洗浄車は

受託者が手配すること 

 

 

12）～13）作業に必要な吸引車・高圧

洗浄車は受託者が手配すること 

 

15）ろ布は市より支給する 

 

17） 

①潤滑水フィルター型式：NXT 5-20U

（日本ポール）、購入実績：60 個（令和

4 年度） 

 

③作業に必要な吸引車は受託者が手

配すること 

⑤ 

ア）分析計用は市より支給する。交

換実績：6 枚（令和 4 年度） 
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  イ）脱気ブロワフィルター取替 

   

 

 ⑥ガスホルダ緊急遮断弁の動作確認とボンベ補充 

 ⑦ガス分析計校正ガスボンベ（3.4L）取替 

 ⑧付臭剤ガスボンベ（20L 容器）取替 

18） 第二種圧力容器点検 

19） その他市が指示する業務 

 

  イ）適宜 

   

 

 ⑥1 回／年 

 ⑦各 2 本×2 台／年 

 ⑧2 本／年 

17）1 回／年 

18）随時 

イ）脱気ブロワフィルター型式：

JAU‐B02201-05（SIMOTA）。交換実

績：4 個（令和 4 年度） 

 

⑦校正ガス：N2、CH4、CO2、O2 

⑧付臭ガス：THT 

17）法令点検 

2．電気設備 

 （1）定期点検 

 

1） 保安規定による定期巡視点検（原則として、高圧電気設備は除く） 

2） 計装設備の校正点検 

3） 汚泥処理電気設備の絶縁抵抗測定 

 

 

1）細則による 

2）点検計画書による 

3）1 回／年 

 

 

 

3）法令点検 

 

3．分析業務 1） 分析業務（詳細は、別表－8「分析業務」参照） 1）別表－8「分析業務」参照  

 

4．計画書等の作成 

 （1）計画書の作成 

 （2）報告書の作成 

 

1） 作業計画書の作成 

2） 月報の作成（処理場の日報より）、トレンドデータの電子媒体への保

存 

3） 業務報告書の作成 

4） 年報の作成（処理場の日報より） 

 

1）1 回／月及び 1 回／年 

2）1 回／月 

 

3）1 回／月及び 1 回／年 

4）1 回／年 

 

1）市の承諾を得ること 

 

 

3）市の承諾を得ること 

 
 

5．その他の業務 1） 点検、整備、工事等に伴う事前準備及び排水、排泥、清掃作業 

 

 

2） 見学者の案内、対応 

3） その他市が指示する業務 

（上記以外の業務で、受託範囲内の必要と思われる業務） 

 

1）随時 

 

 

2）適宜 

3）随時 

1）事前準備及び排水、排泥、清掃作

業は、専門業者による 

点検整備施工時も含む 

  

3）市の指示時 
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別表 1－3 業務内容（3）協力の業務 

市が別途発注する点検・修理等。受託者は下表の業務に協力すること。 

項 目 説 明 備 考 

1．設備の点検及び補修、

工事等 

1） 保安規程による電気設備定期点検及び精密点検 

2） 監視設備保守点検 

3） 脱水機点検整備 

4） ガス精製設備点検整備 

5） ガス発電設備保守点検及び整備並びに故障時等の対応 

6） エレベータ設備保守点検 

7） 消防設備定期点検 

8） その他市が発注する点検及び補修、改築更新工事 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2．設備の修理清掃等 1） 専門業者による修理・補修が必要な工事 

2） 脱臭設備の脱臭剤取替 

3） 各種貯留槽の浚渫 

 

 

 

 
 

3．その他の作業 1） 樹木の剪定 

2） 土木建築物の修理 

1）高木は除く 
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別表 2 関係法令等（参考） 

健康保険法 

会計法 

労働基準法 

労働者災害補償保険法 

消防法 

建築業法 

測量法 

電波法 

火薬類取締法 

建築基準法 

道路運送法 

道路運送車両法 

道路法 

ガス事業法 

下請代金遅延等防止法 

水道法 

下水道法 

中小企業退職金共済法 

じん肺法 

道路交通法 

電気事業法 

大気汚染防止法 

騒音規制法 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

水質汚濁防止法 

悪臭防止法 

労働安全衛生法 

雇用保険法 

作業環境測定法 

建築労働者の雇用の改善等に関する法律 

振動規制法 

資源の有効な利用の促進に関する法律 

計量法 

環境基本法 

建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 

 

（大正 11 年法律第 70 号） 

（昭和 22 年法律第 35 号） 

（昭和 22 年法律第 49 号） 

（昭和 22 年法律第 50 号） 

（昭和 23 年法律第 186 号） 

（昭和 24 年法律第 100 号） 

（昭和 24 年法律第 188 号） 

（昭和 25 年法律第 131 号） 

（昭和 25 年法律第 149 号） 

（昭和 25 年法律第 201 号） 

（昭和 26 年法律第 183 号） 

（昭和 26 年法律第 185 号） 

（昭和 27 年法律第 180 号） 

（昭和 29 年法律第 51 号） 

（昭和 31 年法律第 120 号） 

（昭和 32 年法律第 177 号） 

（昭和 33 年法律第 79 号） 

（昭和 34 年法律第 160 号） 

（昭和 35 年法律第 30 号） 

（昭和 35 年法律第 105 号） 

（昭和 39 年法律第 170 号） 

（昭和 43 年法律第 97 号） 

（昭和 43 年法律第 98 号） 

（昭和 45 年法律第 137 号） 

（昭和 45 年法律第 138 号） 

（昭和 46 年法律第 91 号） 

（昭和 47 年法律第 57 号） 

（昭和 49 年法律第 116 号） 

（昭和 50 年法律第 28 号） 

（昭和 51 年法律第 33 号） 

（昭和 51 年法律第 64 号） 

（平成 3 年法律第 48 号） 

（平成 4 年法律第 51 号） 

（平成 5 年法律第 91 号） 

（平成 12 年法律第 104 号） 

（平成 13 年法律第６４号） 

 

環境の保全と創造に関する条例 

神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例 

緑地の保全、育成及び市民利用に関する条例 
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別表 3 受託者が備える器具類等（点検整備及び小修理に用いる汎用工具類及び汎用測定器具等） 

機械器具 電気用具・測定器具等 器具類 

スパナ類 

レンチ類 

ペンチ類 

プライヤー類 

ハンマー類 

ドリル類 

ヤスリ類 

ノコギリ類 

タガネ類 

カッター類 

ポンチ類 

グラインダー 

チェーンブロック 

砥石類 

 

ブラシ類 

コンパス類 

万力類 

トーチランプ 

油さし 

グリースガン 

ショベル類 

ロープ類 

携帯用工具類 

運搬車 

脚立類 

その他 

 

 

投光器 

コードリール 

懐中電灯類 

振動計 

ノギス 

スケール類 

シックネスゲージ 

ダイヤルゲージ 

温度計 

風量計 

臭気強度計 

水質測定器類 

（遠心分離機、定温乾燥器

［100℃用 1 台］、湯煎器、電子

上皿天秤、赤外線水分計、硫化

水素及び二酸化炭素測定用検

知管及び気体採取器、pH 計） 

 

排風ファン 

 

 

 

 

 

その他 

溶接用面 

ボール盤 

高速切断機 

卓上グラインダー 

草刈機 

電動ねじ切り機 

噴霧機 

プラズマ、ガス溶接機 

その他 

 

別表 4 受託者が備える設備、什器、及び備品並びに消耗品等 

作業用自動車 

自転車 

通信設備 

（回線引込み、携帯電

話、FAX 含む） 

事務用机類 

事務用椅子類 

書庫類 

黒板類 

複写機 

デジタルカメラ 

パーソナルコンピュー

ター 

プリンター 

郵便箱 

被服類 

下駄箱 

傘立 

掃除具収納庫 

ロッカー類 

茶器類 

寝具類 

洗濯機 

履物類 

潤滑油類 

衛生用品 

（石鹸、消毒液、緊急用薬品） 

福利厚生用品 

その他日用品 

事務用品等 

報告記録用紙等 

工具類及び測定器具類 

ガス精製設備用ガスクロ校正ガス（高純度

N2、CH4＋N2、CO2＋N2、O2＋N2） 

ガス精製設備用フィルター（ガス分析用、

循環水用、脱気ブロア用、パージファン用） 

ガス精製設備用付臭剤 

水質測定に係る試薬類 

その他必要品 

整備用品（清掃用具、ウエ

ス、洗浄油等） 

補修用材料（ボルト、ナッ

ト、パッキン、ヒューズ、照

明など一般汎用品の範囲

内） 

燃料（作業用、車両用等） 

塗料（軽微な部分補修用） 

換気ファン等 V ベルト 
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別表 5 受託者が備える安全対策器具類等 

器具類 被服・履物 

ヘルメット 

安全帯 

セイフティブロック 

複合型がガス検知器 

（硫化水素・可燃性ガス・酸素

濃度） 

硫化水素測定器 

空気呼吸器 

安全用ロープ 

安全標識 

ガードスタンド 

その他 

 

作業服（上下）（夏用・冬用） 

雨合羽 

軍手 

ゴム手袋 

革手袋 

絶縁ゴム手袋 

保護具 

作業靴 

長靴 

ウェーダー 

安全靴 

絶縁ゴム長靴 

防塵マスク 

防塵メガネ 

その他（整備・工作）作業に必

要な保護具 

 

別表 6 受託者が備える電気用具類及び測定器具類 

電気用具 測定器具 

圧着ペンチ 

絶縁ペンチ類 

絶縁ドライバー類 

電工ナイフ 

電工バンド類 

その他 

 

絶縁抵抗計 

接地抵抗計 

検電器（高圧用、低圧用） 

テスター 

クランプメーター 

その他 
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別表 7 運転管理指標等 

 

（1）濃縮設備 

 ①生汚泥濃縮設備 

 対象汚泥  生汚泥（TS 濃度 2～3.5％程度） 

項目 管理指標 

生汚泥供給汚泥量 30m3/h・台以下 

高分子添加率 0.2％以下 

濃縮生汚泥 TS 濃度 4～5％程度 

 

②余剰汚泥濃縮設備 

 対象汚泥  余剰汚泥（TS 濃度 0.3～0.8％）程度 

項目 管理指標 

余剰汚泥供給汚泥量 50m3/h・台以下 

高分子添加率 0.3％以下 

濃縮余剰汚泥 TS 濃度 4～5％程度 

 

 

（2）汚泥消化設備 

 対象汚泥  濃縮生汚泥（TS 濃度 4～5％程度） 

   濃縮余剰汚泥（TS 濃度 4～5％程度） 

項目 管理指標 

消化温度 41～42℃ 

消化日数 35～40 日 

 

 

（3）汚泥脱水設備 

 対象汚泥  消化汚泥（固形物濃度 2.0～2.2％、pH7.1～7.3） 

項目 管理指標 

脱水供給汚泥量 5 号機：200～300kg・DS/h 

5 号機以外：150～200kg・DS/h 

高分子添加率 5 号機：1.2％以下 

5 号機以外：1.5％以下 

ポリ硫酸第 2 鉄溶液 ５号機：40％以下 

５号機以外：20％以下 

SS 回収率 90％以上 

含水率 78％以下 
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（4）ガス精製設備 

 形式  高圧水吸収法 

 対象ガス 消化ガス 

  （CH4 約 58％、CO2 約 38％、その他 O2＋N2 約１％、H2S300ppm 以下） 

 消化ガス有効利用率※ 月平均 70％以上 
   ※消化ガス有効利用率＝（（精製ガス/0.6）/消化ガス［未精製］）×100 

 

項目 管理指標 

処理ガス量 300～500m3N/h（能力：300m3N/h×2 基） 

運転圧力 約 0.9MPa 

循環水 約 4℃（-2℃で冷媒を貯留） 

付臭ガス  1.5m3N/h  ※付臭剤：テトラヒドロチオフェン 

ガスホルダ 600m3N/h（300m3N/h×3 基） 

常用 約 0.8MPa 

※安全弁は 0.95MPa で吹出 0.87MPa で停止 

 

精製ガスの運転管理値 

項目 単位 運転管理値 目標品質（参考） 

メタン Vol% 95 以上 97 以上 

二酸化炭素 Vol% 5 以下 - 

酸素 Vol% 2 以下 0.5 以下 

硫化水素  ppm 3 以下 0.1 以下 

露点 ℃ - -51 以下 

シロキサン Mg/m3N - 1 以下 
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別表 8 分析業務等 

 

（1）分析業務 

 ①汚泥関係 

測定項目 対象 検体数 頻度 

蒸発残留物 

MLSS（1 系、2 系） 

返送汚泥（1 系、2 系） 

生汚泥（1 系、2 系） 

濃縮生汚泥 

濃縮余剰汚泥 

消化槽投入汚泥 

消化汚泥（1 号槽、2 号槽） 

脱水機給泥汚泥（運転号機） 

12～14 平日 1 回以上 

機械用水（砂ろ過水） 

生汚泥濃縮用高分子溶液（運転号機） 

余剰汚泥濃縮用高分子溶液（運転号機） 

脱水用高分子溶液（運転号機） 

4～7 週 1 回以上 

含水率 脱水ケーキ（運転号機） 1～3 毎日 

pH 濃縮生汚泥 

濃縮余剰汚泥 

消化槽投入汚泥 

消化汚泥（1 号槽、2 号槽） 

6～8 平日 1 回以上 

※分析実施日は市と受託者で協議の上、決定する。 

※測定対象、検体数、頻度は市と受託者で協議の上、変更する場合がある。 

 

 

 ②ガス関係 

測定項目 対象 検体数 頻度 分析法 

硫化水素 

二酸化炭素 

消化ガス 

精製ガス 
2 週 1 回以上 検知管法 

※分析実施日は市と受託者で協議の上、決定する。 

※測定対象、検体数、頻度は市と受託者で協議の上、変更する場合がある。 
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（2）試料の採取等 

① 日常的及び定期的な汚泥、ガス等の分析にかかるもの（（1）-①の資料の採取） 

MLSS（1 系、2 系）、返送汚泥（1 系、2 系）及び生汚泥（1 系、2 系）以外の採取は受託者が行

う。なお、MLSS（1 系、2 系）及び返送汚泥（1 系、2 系）及び生汚泥（1 系、2 系）の採取は市が

行う。 

 

② 市が行う定期的な分析に係るもの 

 市が行う月 2 回の定期的な分析に係る試料は下表のとおりとし、市の指定する日に採取する

こと。 

 なお、試料容器は市が指定したものを使用することとし、採取した試料は所定の場所（管理棟

本館 1 階の試料保管用保冷庫内）に入れておくこと。試料容器は採取日毎に、あらかじめ市か

ら支給する。 

 試料採取日、試料採取時間、採取場所等の詳細は別途指示する。 

 

 

試料名 

前半（月 1 回目） 後半（月 2 回目） 

全月 右記以外の月 5，8，11，2 月 

500ml 2L 500ml 2L 500ml 2L 

生濃縮 1  1  1  

生濃縮分離水 1 号     1  

生濃縮分離水 2 号     1  

ベルト濃縮（余剰） 1  1  1  

余剰濃縮分離水○号     1  

余剰濃縮分離水○号     1  

消化汚泥 1（1 号槽） 1 1 1 1 1 1 

消化汚泥 2（2 号槽） 1 1 1 1 1 1 

ベルトプレスろ液○号     1  

ベルトプレスろ液○号     1  

供給汚泥 1  1  1  

試料本数（ポリ瓶） 5 2 5 2 11 2 

 

脱水ケーキ〇号 1 2 3 

脱水ケーキ〇号 1 2 3 

試料本数（ポリ容器） 2 4 6 

 

 


